
船舶インシデント調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（冷却清水供給不能） 

発生日時 令和元年７月２９日 １８時３０分ごろ 

発生場所 福井県美浜町丹生
に ゅ う

西方沖 

 舟通
ふなとおし

埼灯台から真方位２９２°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４２.３′ 東経１３５°５６.９′） 

インシデントの概要  漁船福
ふく

漁
りょう

丸は、航行中、機関が停止し、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年８月１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 福漁丸、０.６トン 

 ＦＫ３－１００３５（漁船登録番号）、個人所有 

 第２５１－２１６５６号（船舶検査済票の番号） 

ディーゼル機関、４サイクル、出力３６.８０kＷ、回転数毎分３,

５００、４気筒、使用燃料軽油 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、全速力前進で航行中、船長が、機

関音が変化し、機関から湯気が立ち上ってきたので、オーバーヒート

していると思い、機関を停止した。 

本船は、船長が、携帯電話を自宅に置き忘れて連絡できずに漂流し

ていたところ、帰航しないことを案じた家族が、所属する漁業協同組

合を通じて行った通報により捜索中の海上保安庁が発見し、巡視艇に

えい
．．

航された。 

 本船は、機関整備業者が点検した結果、清水冷却器に接続したゴム

製のホースが劣化して根元部分に亀裂等を生じ、同冷却器から冷却清

水が漏れて空となっていた。 

分析 

 

 本船は、船長が出航前に機関部の点検を行わずに航行中、清水冷却

器に接続したゴム製のホースの根元部分が劣化して亀裂が発生してい

たことから、同亀裂から冷却清水が漏れ、同清水量が不足して機関が

オーバーヒートし、運航不能となったものと推定される。 

原因  本インシデントは、船長が出航前に機関部の点検を行わずに航行

中、本船の清水冷却器のホースが劣化して亀裂が発生していたため、

同亀裂から冷却清水が漏れ、同清水量が不足して機関がオーバーヒー

トしたことにより発生したものと推定される。 

  



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・出航前に冷却水系統の点検を行い、配管に劣化、亀裂がないこと

を確認すること。 

・船長は、乗船中、防水型又は防水パックに入れた携帯電話を常に

身に付けるなど、通信手段を確保しておくこと。 

 


